（様式第15）

取得財産等管理台帳
（令和　　年度）

交付決定番号　　第　　　　　　号

	区分
	財産名
	規格
	数量
	単価
	金額
	取得年月日
	処分制限期間
	保管場所
	備考

	
	
	
	
	  　　 円
	  　　 円
	
	
	
	



（注）
（１）対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付規程第２６条第１項に定める処分制限額以上の財産とする。
（２）財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、（ウ）（ア）（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装置、（オ）無形資産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。
（３）数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。
（４）取得年月日は、検収年月日を記載すること。
（５）処分制限期間は、国土交通省所管補助金等交付規則第１１条に定める期間を記載すること。
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対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付
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条第１項に


定める


�ˆ•ª�§ŒÀŠzˆÈ�ã‚Ì�àŽY‚Æ‚·‚é�B


 


�i


‚Q


�j


�àŽY–¼‚Ì‹æ•ª‚Í�A�iƒA�j•s“®ŽY�A�iƒC�j‘D”•�A�q‹ó‹@�A•‚•W�A•‚‚³‚ñ‹´‹y‚Ñ•‚ƒhƒcƒN�A�iƒE�j


�iƒA�j�iƒC�j‚ÉŒf‚°‚é‚à‚Ì‚Ì�]•¨�A�iƒG�jŽÔ—¼‹y‚Ñ‰^”À‹ï�A�H‹ï�AŠí‹ï‹y‚Ñ”õ•i�A‹@ŠB‹y‚Ñ‘•


’u�A�iƒI�j–³Œ`Ž‘ŽY�A�iƒJ�jŠJ”­Œ¤‹†—pŽ‘ŽY�A�iƒL�j‚»‚Ì‘¼‚Ì•¨Œ�‚Æ‚·‚é�B


 


�i


‚R


�j


�”—Ê‚Í�A“¯ˆê‹KŠi“™‚Å‚ ‚ê‚ÎˆêŠ‡‚µ‚Ä‹L�Ú‚µ‚Ä�·‚µŽx‚¦‚È‚¢�B’P‰¿‚ªˆÙ‚È‚é�ê�‡‚Í•ªŠ„‚µ‚Ä‹L�Ú


‚·‚é‚±‚Æ�B


 


�i


‚S


�j


Žæ“¾”NŒŽ“ú‚Í�AŒŸŽû”NŒŽ“ú‚ð‹L�Ú‚·‚é‚±‚Æ�B


 


�i‚T�j�ˆ•ª�§ŒÀŠúŠÔ‚Í�A


�‘“yŒð’Ê�È�ŠŠÇ•â�•‹à“™Œð•t‹K‘¥‘æ‚P‚P�ð


‚É’è‚ß‚éŠúŠÔ‚ð‹L�Ú‚·‚é‚±‚Æ�B


 




（様式第 15 ）     取得財産等管理台帳   （ 令和    年度）     交付決定番号    第        号    

区 分  財産名  規格  数 量  単価  金額  取得年 月日  処分 制限 期間  保管場所  備 考  

             円           円      

  （注）   （ １ ） 対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が本交付 規程第２ ６ 条第１項に 定める 処分制限額以上の財産とする。   （ ２ ） 財産名の区分は、（ア）不動産、（イ）船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、（ウ） （ア）（イ）に掲げるものの従物、（エ）車両及び運搬具、工具、器具及び備品、機械及び装 置、（オ）無形資産、（カ）開発研究用資産、（キ）その他の物件とする。   （ ３ ） 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載 すること。   （ ４ ） 取得年月日は、検収年月日を記載すること。   （５）処分制限期間は、 国土交通省所管補助金等交付規則第１１条 に定める期間を記載すること。  

